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区立学校・園における新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行後の対応について 

 
時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素は新宿区立学校・園の教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

このたび、新型コロナウイルス感染症が本年５月８日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律（平成 10年法律第 114号）上の５類感染症に移行することなどに伴い、区立学校・園

における新型コロナウイルス感染症の対応を下記のとおり変更します。今後も引き続き基本的な感染対策

を適切に行いながら、お子様が充実した学校・園生活を送ることができるよう取り組んでまいりますの

で、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。なお、本方針は令和５年５月２日現在で

の予定であり、今後の感染状況等によっては、変更となる場合があります。 

  

記 

 

１ お子様が感染した場合の出席停止期間等について 

（１）「発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで」を出席停止期間とし 

ます。なお、「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあ 

ることを指します。    

 

   

 

 

 （２）出席停止解除後、発症から 10日間を経過するまでは、感染したお子様のマスクの着用を推奨さ 

せていただきます。 

 （３）発症から 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、新宿養護学校での 

出席停止解除や高齢者等のハイリスク者との接触については、慎重な対応をお願いします。 

 

２ 同居するご家族が感染した場合について 

  本年５月８日以降は、濃厚接触者としての特定が行われないこととなるため、お子様については出 

席停止の対象とはならず、体調に変わりがなければ登校は可能です。よって、発熱や咽頭痛、咳等の 

普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養し、無理をして登校しないよう、ご理解・ご協力をお 

願いします。 

 

３ 感染不安等による児童・生徒の出欠の取扱いについて 

  基礎疾患があるなど、感染が不安な場合などについては、理由や状況により、「出席停止」の対応を 

させていただくことも可能となる場合がありますので、担任までご相談ください。 

 

４ 学校・園の臨時休業等の対応について 

 学級閉鎖や学年閉鎖等の臨時休業等の決定に当たっては、学校医に相談の上、学校・地域の感染状 

況等を踏まえ、学級閉鎖等の必要性の有無を判断します。当分の間は、学級閉鎖の判断基準は同一学 

級内で３人以上の陽性が生じた場合に、５日間の閉鎖を目安としますが、陽性者間で感染経路に関連 

がない場合や、他の児童等に感染拡大の恐れがないと認められる場合は、学級閉鎖は行いません。 

 

   〔問合せ先〕副園長 山﨑 裕二（電話 03-3565-0914）        
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